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３ 将来推計と国の動向 

（１）高齢化の将来推計 

ア 高齢者人口の将来推計 

     本市の高齢者人口は、全人口が減少する中で増加していますが、今後、平

成３２年（２０２０年）頃にピークに達し、その後減少に転じると推計され

ています。 

     また、同様に後期高齢者人口も平成４２年（２０３０年）頃をピークに減

少すると見込まれています。 

【 図２-３-１ 本市の年齢三区分人口の将来推計 】 

【出典】平成 2年～22 年は国勢調査 

            平成 27 年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計 

【 図２-３-２ 本市の前期・後期高齢者人口の将来推計 】 

【出典】平成 2年～22 年は国勢調査 

           平成 27 年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計 
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イ 高齢化率の将来推計 

    前述のように本市の高齢者人口は将来的には減少すると推計されています

が、一方で、年少人口、生産年齢人口を含めた全人口も減少傾向が続くと見込

まれています。 

このため、上昇を続けてきた本市の高齢化率（総人口に占める６５歳以上の

人口の割合）は、今後伸び率が鈍化するものの、高齢化率自体は依然として上

昇が続くと推計されています。 

【 図２-３-３ 本市と全国の高齢化率の将来推計 】 

【出典】平成 2年～22 年は国勢調査 

           平成 27 年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計 
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（２）国の動向 

国は、「社会保障・税一体改革」により、すべての世代が安心と納得を実感

できる「全世代型」の社会保障制度への転換を目指しています。

この中で、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（平成３７年）を目

途に、介護が必要になっても住み慣れた地域で生活を継続できるよう、医療、

介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシ

ステム」の構築を目指すとしています。 

また、介護保険制度の持続可能性を確保するため、低所得者の保険料軽減

を拡充するとともに、利用者負担について、負担能力に応じたものとなるよ

う見直すとしています。 

介護保険制度改正の主な内容 

１ 地域包括ケアシステムの構築 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、 

生活支援、介護予防を充実。 

（１）在宅医療・介護連携の推進 

  医療・介護の関係機関が連携し、多職種協働により包括的かつ継続的な

在宅医療・介護を提供できる体制を構築する。 

（２）認知症施策の推進 

   平成２４年に公表された「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」

を推進し、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れ

た地域で暮らせる社会の実現を目指す。 

（３）地域ケア会議の推進 

    地域ケア会議については、個別事例の検討を通じて、多職種協働による

ケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネットワーク構築につなげ

るなど、定着・普及を図る。 

（４）特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３以上に限定

※ ただし、要介護１・２でも一定の要件を満たす場合には入所可能 

（５）予防給付の見直しと生活支援サービスの充実・強化 

    従来、予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護・通

所介護を、市町村が地域の実情に応じた取組みができる介護予防・日常生 



52

活支援総合事業へ移行し、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、既存

の介護事業者による訪問型・通所型サービスに加えて、多様な担い手によ

る多様なサービスを総合的に提供する仕組みに見直す。 

２ 費用負担の公平化 

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑えるため、 

所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 

（１）低所得者の介護保険料軽減の拡充 

  低所得者の第１号保険料の軽減割合を拡大

（２）一定以上の所得のある介護サービス利用者の自己負担の引き上げ 

（３）低所得の施設等（ショート）利用者の食費・居住費を補填する「補足 

給付」の支給要件に資産等を追加
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第３ 計画の基本目標と目標達成への考え方  

地域を第一に考えるという「地域主義」の考え方に基づき、これまでに培われ

てきた地域のネットワークの力を充実させながら、本市ならではの「地域包括ケ

アシステム」をみんなで考え、創造していきます。

この「地域包括ケアシステム」を構築することにより、支援が必要な高齢者と

その家族を地域で支え合い、また、必要に応じて生活支援や医療・介護サービス

を安心して受けることができ、ずっと健やかに暮らせるまちを目指します。

なお、今後、「地域包括ケアシステム」の構築に向け、さまざまな施策を展開し

ていきますが、その形成には相当の時間を要します。 

このため、比較的早期に対応が可能なものについては、本計画の期間内（平成

２７～２９年度）に着手し、次期計画以降も継続して実施しますが、即時対応を

行うには基盤が整っていないものについては、例えば本計画期間内にモデル事業

を行い、次期計画以降の実施に向けた検討を行うなど、地域の実情に合わせ、中

長期的に取り組んでいきます。 

（１）目標①【健やか】いきいきと生活し、積極的に社会参加できるまち 

これまでの「介護状態になることを予防する」という発想だけではなく、「新

たな自分の役割を見つけ、これまで培ってきた能力や経験を発揮しながら、

いきいきと輝いた健やかな生活をできるかぎり続けていく」という積極的な

考えのもと、高齢者が生きがいづくりや健康づくり活動に参加することで、

結果的に介護予防に繋がり、いつまでも住み慣れた地域でいきいきとした「現

役」後の新たなステージに向けたシニアライフが創造できる環境づくりを推

進します。 

目標達成への考え方１ 生きがいづくり・社会参加・高齢者活躍の推進 

高齢者の生きがいづくりについては、高齢者福祉施策のコストが今後もま

すます増大する中、個々人の多様な価値観のもとで高齢者全てのニーズに対

【基本目標】 

地域全体で支え合い、ずっと健やかに暮らせる安全・安心なまちづくり 

  ～地域包括ケアシステムの構築～ 
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して行政だけで対応することは困難です。 

そのため、市民主体または民間事業者主体による活動を最大限活用するこ

とを基本としながら、行政は各種活動に関する横断的な情報提供や高齢者主

体による地域団体の活動支援や就労支援を行っていくなど、行政と民間及び

地域との役割分担の中で、高齢者の生きがい対策の事業を展開していく必要

があります。 

また、少子高齢化が今後も進展する中、現役世代からも理解を得られるよ

う、公的負担と自己負担のバランスにも配慮し、高齢者のいきがい施策を実

施していく必要があります。 

   目標達成への考え方２ 健康づくり・介護予防・生活支援の充実 

医療や介護を要する状態になっても、ずっと住み慣れた地域で生活を続け

られる環境づくりが求められていますが、それ以前に、高齢者自身がいつま

でも健康で、元気に暮らすことが望まれるのは言うまでもありません。限ら

れた予算の中で、より良い医療・介護サービスを持続的に提供していくため

には、サービス利用者の十分な理解を得ながら、その人の有する能力を最大

限生活に活かせるよう、介護予防に努めていくことが必要です。 

そのためには、早い時期からの自主的な取組みが重要であり、日頃からの

運動や、栄養・休養に関する理解を深め、実践するなどの健康づくりが不可

欠です。しかしながら、健康づくりを継続的に行っていくには個々人の自主

性だけでは困難な面があります。身近な場所で、例えば定期的にウオーキン

グ行事が開かれるなど、継続した健康づくり活動が行われており、誰もが自

由に参加できるという環境がすべての地域で整備されることが求められます。

こうした状況を実現するためには、どの地域にも、リーダーとなる人材が存

在していることや、保健福祉に関する技術的支援、ハード整備が行き届いて

いることが必要です。 

また、介護予防の訪問型・通所型サービスについては、現行の既存介護事

業者によるサービスだけでなく、ＮＰＯや民間事業者等によるサービス、住

民活動による生活援助など、様々な主体によるサービスが求められます。サ

ービス提供主体の多様化に伴い、高齢者が安心してサービスを利用できるよ

う、委託等による提供主体の確保や研修等を通じた人材育成など、市が適切

に関与する仕組みが必要です。 

  さらに、単身高齢者の増加等により、生活支援サービスへのニーズが高ま
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ることが予想されます。このため、全市的に行われる行政サービス、民間企

業等が実施するサービス、地域のボランティアによる活動など、多様な担い

手により実施されることが必要となります。それは、これまでの小学校区単

位のまちづくりや生活支援サービスを更に発展・充実させていくことが基本

になると考えられます。 

他方、要支援・要介護認定を受けていない高齢者は全体の８割近くであり、

その中にはいわゆる元気高齢者も多く、日頃から身近な地域で自主的に健康

づくりにいそしみ、地域活動や生涯学習活動などに積極的に参加できる生活

環境が求められます。また、こうした活動を一歩進めた、生活支援の担い手

としての社会参加は、生きがいを生み、より効果的な介護予防を図ることに

も資するため、今後ますます重要になると考えられます。 

（２）目標②【支え合い】高齢者と家族を見守り支え合うまち 

人生のさまざまな場面で知識・経験・ノウハウを蓄積してきた高齢者には、

その年代でしか成し得ない、あるいはその人でしか成し得ない「役割」があり

ます。それぞれが持てる能力でお互いを支え合うことは、その人たちのシニア

ライフを充実したものに変えていきます。このような考え方に基づく支え合い

は、これまで取り組んできた地域のネットワークを更に充実させていくものと

なります。 

地域と行政が協働して、高齢者世帯の見守り、認知症高齢者や家族介護者へ

の支援に取り組んでいきますが、支え合いのネットワークの在り様やコミュニ

ティの資源は地域によってさまざまです。それぞれの地域の実情に応じた協働

により、どの地域においても、いつまでも安心して生活できる環境づくりを推

進します。 

目標達成への考え方 1 地域協働による見守り・支援 

今後、更に高齢化が進行し、対応困難な事案の増加が予想される中、支援

の必要な高齢者が身近な地域で見守り・支援を受け、安心して生活できる支

援体制づくりを充実していくことが求められます。 

本市では、これまで地域住民、地域団体、保健・医療・福祉関係者、ＮＰ

Ｏ・ボランティア団体、民間企業、行政などの協働により、「いのちをつなぐ

ネットワーク」や「保健・医療・福祉・地域連携推進協議会」など、地域の
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ネットワークづくりに取り組んできた経緯があります。これらの地域の社会

資源を把握し、その情報を地域で共有して、地域の力の向上と継続を図って

いく必要があります。 

目標達成への考え方２ 総合的な認知症対策の推進 

ア 認知症予防の充実・強化 

誰もが加齢に伴い、一度習得した認知機能（記憶力・判断力）が徐々に

低下していきます。認知症とはこの一度習得した認知機能（記憶力・判断

力）が後天的な障害（疾患、事故など）によって、著しく低下し、日常生

活に支障が生じるようになった状態をいいます。 

しかし、すべての人に認知症の症状が現れるわけではありません。高齢

期に認知機能（判断力・記憶力）が低下する原因は、加齢や脳の機能を使

わないことによるもの、病気によるもの等があります。 

認知症はその原因からいくつかの種類に分けられますが、約６割が「ア

ルツハイマー型認知症」といわれています。これは、脳の血管の柔軟性が

失われて老廃物が脳に溜まり、脳の細胞が壊れることにより起こるもので

す。また、約２割を占める「血管性認知症」は、脳の血管が詰まったり、

狭くなったりすることにより血液の流れが減少し、その先の脳細胞が壊れ

ることにより起こります。 

このような脳血管の変化や老廃物の蓄積は、壮年期ごろから始まり、 

１０年から２０年を経て高齢期になって認知症が発症するといわれて

います。また、５０歳代の高血圧や高血糖などが認知症の発症に強く影響

することも分かってきました。 

認知症ではないが、まったく健康な状態でもない、その中間にある状態

を「軽度認知障害（ＭＣＩ）」といいます。「軽度認知障害（ＭＣＩ）」は、

そのまま認知症に進行する場合、改善する場合、維持できる場合がありま

す。したがって、この段階で認知症を予防することが大切といわれていま

す。 

認知症が発症するまでの期間をできるだけ長くするためには、高齢者を

はじめ、全ての市民が認知症について正しい知識を持ち、認知症予防のた

めに適切な生活習慣（食生活、禁煙、運動、睡眠、節酒、知的活動など）

に努めることが大切です。 

また、今後、認知症の人の増加が予測される中、若い世代からの認知症
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予防対策も重要です。 

イ 認知症高齢者の地域での生活を支える医療・介護体制の構築 

認知症になっても住み慣れた地域で生活を続けていくためには、いかに

早く認知症の人を必要な医療や介護サービスにつなげていくかというこ

とが重要です。 

また、医療から介護、もしくは介護から医療といった切れ目のない対応

を図るために、両者の連携をさらに深めていくことも重要です。 

特に、介入拒否や支援者不在等の困難事例の場合、状況に即して対応で

きる医療と介護の提供体制を構築する必要があります。それにより、在宅

あるいは施設で、認知症の人や家族が安心して生活できる環境を整えるこ

とにつながります。 

さらに、医療・介護従事者に対して今まで以上に認知症に対する理解を

深めていくための人材育成も重要です。 

ウ 認知症高齢者の地域での日常生活・家族支援の強化 

認知症になっても安全に安心して暮らし続けるためには、地域住民の理

解と協力が不可欠です。 

そのため、認知症の人に密接に関わる医療・介護スタッフはもちろんで

すが、多くの市民に、認知症のことについて学んでもらう機会を創り出す

ことが重要です。 

また、支援する側からの考えだけではなく、認知症の人の考えを出来る

限り尊重し、本人の希望に沿った支援を行うことも重要であり、認知症の

人の居場所づくりや安全対策のさらなる充実、市民に身近なところでの相

談体制の構築にも取り組まなければなりません。 

本市では、地域包括支援センターが、相談及び関係機関との連携におい

て中心的な役割を果たしていくことが期待されていますが、今後、複雑か

つ多様化する課題に対して適切に対応するために、その体制強化を図るこ

とが必要です。 

さらに、認知症の人への支援だけでなく、介護している家族等の身体的・

精神的負担の軽減（レスパイトケア）も、様々な立場の支援者が連携して

取り組むべき大きな課題であり、介護保険や公的なサービス等とあわせて、

地域社会全体で認知症高齢者とその家族を支える環境づくりが重要です。 
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エ 若年性認知症施策の強化 

若年性認知症の場合、高齢期の認知症の人に比べると数が少ないため、

ニーズや暮らしぶりが把握しづらいという状況があります。  

現役世代で認知症を発症した場合、就労を継続する難しさがあり、家庭

においても生活の主な担い手であることから、本人、家族に及ぼす精神的、

経済的な影響は非常に大きなものです。 

そのため、若年性認知症に対する正しい理解の普及啓発や居場所づくり、

相談支援体制の強化等の取り組みを進め、早期に発見し、包括的かつ継続

的な支援を行うことが重要です。 

オ 地域・民間・行政が一体となった認知症対策の推進 

認知症を発症すると、本人や家族は介護をはじめ日常生活で様々な問題

を抱えることになります。 

こうした問題を解決し、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安全

に安心して生活していくためには、周囲のサポートが必要であり、地域・

民間・行政が共通の目的を持ちながら、様々な形で連携を深め、関わり、

認知症の人やその家族を支援していくことが重要です。  

そのため、関係者による具体的な連携方策の検討を進めるとともに、 

様々な啓発の機会を活用し、多世代にわたって認知症について学ぶことの

できる環境づくり等の取り組みも充実していくことが必要です。 

また、認知症は誰もがなる可能性があることから、市民一人ひとりが認

知症を自分自身の問題と認識することで、認知症に対する理解と支援の輪

を大きく広げていくことも重要です。 

目標達成への考え方３ 高齢者を支える家族への支援 

認知症など介護が必要な高齢者が、住み慣れた地域で心豊かに生活してい

くためには、介護保険などの公的なサービスとあわせて、家族など身近な人

による見守りや介護が大きな役割を果たします。 

しかしながら、高齢者を介護する家族においては、「将来への不安」「身体

的な負担感」「孤立感（他に介護を任せる人がいない）」など、様々な悩みを

抱えながら介護にあたっている現状があり、高齢者が高齢者を介護する、い

わゆる「老老介護」の世帯など、介護疲れを起こしたりすることを防ぐ必要
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があります。また、大都市圏では現役世代が親の介護のために離職する「介

護離職」が問題となっており、本市でも、「介護離職」問題への対応を行うと

ともに、女性の介護負担の軽減等を図る必要があります。 

このような家族介護者の介護に対する負担感や不安を軽減し、地域社会全

体で高齢者と家族をともに支える体制づくりが必要です。 

（３）目標③【安心】住み慣れた地域で安心して暮らせるまち 

今後、「団塊の世代」が後期高齢者に移行していく中、価値観が更に多様

化し、様々な形態のシニアライフのスタイルが生まれることが予想されま

す。 

こうしたそれぞれの生活が、医療・介護が必要になっても住み慣れた地

域で継続できるよう、地域を第一に考えるという「地域主義」に基づいた

支援体制を整えていく必要があります。このため、地域包括支援センター

を中心として、出前主義で高齢者の総合相談に対応し、関係機関と協働し

て、高齢者の状況にあわせたサービス・支援の総合的な提供を図るととも

に、高齢者の地域生活を支える介護保険サービス及びケアマネジメントの

質の向上を図ります。また、居住環境と生活環境の向上や、地域の防災・

防犯活動、高齢者のニーズ等に対応した新たなサービス産業の振興に取り

組み、誰もが安心して生活できる環境づくりを推進します。 

目標達成への考え方１ 身近な相談と地域支援体制の強化 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするため

には、地域包括支援センターを中心に、相談支援を更に充実させ、医療・

介護等関係者の連携を強化していくことが重要です。 

そのため、高齢者が身近な地域で気軽に相談できるような相談支援の体

制づくりを行っていくことが必要です。 

また、地域包括支援ネットワーク構築のための有効なツールである「地

域ケア会議」は、介護保険法の改正において、地域支援事業として位置づ

けられ、取組みを進めることとされました。本市においては、各地域包括

支援センターが実施する個別事例会議、各区の統括支援センターが実施す

る包括ケア会議、市レベルの高齢者支援と介護の質の向上推進会議が既に

機能していますが、今後は、自立支援により一層主眼を置き、地域ニーズ
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を社会基盤の整備につなげていく有効な方法を普遍化する一連の仕組みづ

くりを行っていくことが必要です。 

さらに、医療・介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療・

介護を提供できる体制づくりが求められています。高齢者が看取りまで含

めて自宅で生活を続けていくことが地域包括ケアの一つの究極の姿である

とすれば、そこには介護だけではなく、医療の関与が不可欠です。特に、

後期高齢者は慢性疾患による受療が多い、疾病の羅患率が高い、複数の疾

病にかかりやすい、要介護の発生率が高いといった傾向にあるとされてお

り、本市では今後、平成４２年（２０３０年）頃までは後期高齢者が増加

すると見込まれていることから、医療と介護の更なる連携が必要になって

きます。 

医療や介護が必要な人の在宅生活継続のためには、日頃から往診等の医

療サービスや介護サービスが必要に応じて提供されること、病状急変時や

災害発生時の緊急対応が必要な場合に備えて、緊急往診体制や入院病床の

確保が適切に行われることが求められます。 

また、入院となった場合でも、早期かつ円滑な在宅への復帰を可能とす

る退院支援が受けられる体制、住み慣れた自宅や介護施設など患者が希望

する場所で最期まで過ごすことのできる看取り体制の整備も求められます。 

このような体制をつくるためには、往診可能な医師が地域にどれだけい

るか、どのような対応ができるかなど、在宅医療資源の情報を把握・分析・

発信して、資源が有効に活用されるような環境を整備することが重要です。

また、医療関係者（病院・診療所、薬局、訪問看護事業所等）、介護関係者

（居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等）が対象者の診療情報や

在宅生活状況等の情報を共有する多職種連携の推進や、病院とかかりつけ

医との連携を強化することにより、サービス全体の質を高めていくことが

必要となります。さらに、こうした体制を充実させるため、ＩＣＴ（情報

通信技術）を利用した情報共有システムの構築や在宅医療・介護従事者の

人材育成が必要になると考えられます。 

  目標達成への考え方２ 高齢者を支える介護サービス等の充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、医療・

介護サービスのみならず、多様な生活支援サービスや社会参加の場などが

求められることから、介護サービスの充実を図るとともに、高齢者の状態
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像やニーズを踏まえた生活支援のための多様なサービスのあり方について

検討・推進していく必要があります。

高齢者福祉施設については、今後の高齢化ピーク時以降の中長期的な見

込みも考慮し、既存施設の整備状況、在宅と施設のバランス、待機者の状

況等を踏まえ、地域に根ざした高齢者福祉施設等を計画的に整備していく

ことが必要です。

また、介護保険制度の適正な運営のためには、公平・公正な要介護認定、

介護給付の適正化、質の高いサービスを提供する人材の確保・育成などが

必要です。さらに、所得の低い高齢者に対して、介護保険料の軽減や高額

介護サービス費などの利用料の負担を軽減する施策の実施、また、これら

の制度の周知が必要です。

目標達成への考え方３ 権利擁護・虐待防止の充実・強化 

成年後見制度は、判断能力の不十分な認知症高齢者等の権利擁護、虐待

防止を図る制度として利用が進んでいます。 

成年後見制度は、基本的に私法上の法律関係を規律するものですが、老

人福祉法には、市町村長が、判断能力が不十分な認知症高齢者等の福祉を

図るため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し後見等の開始

の審判を請求することができる旨の規定があり、必要に応じてその活用を

図っていくことが重要です。 

さらに、同法に規定されている市町村による市民後見人の育成及び活用

についても、引き続き積極的な取組みが必要です。 

高齢者の虐待防止については、地域包括支援センターを中心とした虐待

防止システムが有効に機能していますが、対応が困難な事例が増加傾向に

あります。 

また、介護サービス事業者を対象に高齢者虐待や権利擁護など、様々な

研修に取り組んでいますが、今後も事業者への啓発や早期発見、指導等を

迅速に実施する必要があります。 

全ての高齢者の権利が尊重され、その人らしく安心して生活できるよう、

地域や関係機関等との連携により、虐待の早期発見から迅速かつ適切な対

応・継続的な見守りまでの一貫した虐待防止の取り組みが重要です。 
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第４ 計画の推進体制   

１ 市民、地域、保健・医療・福祉関係者、事業者、行政の役割 

本計画の推進にあたっては、地域社会を構成する市民、地域、保健・医療・

福祉関係者、事業者、行政それぞれが、その役割を適切に果たしていくことが

必要です。 

（１）市民の役割 

市民は、自治の主体であり、人が大切にされるまちを実現するため、高齢者

を含めたすべての人権を尊重し、まちづくりの実施に参画します。 

特に、高齢者は、いつまでもいきいきとした健やかな生活を送ることができ

るよう、自ら健康づくりや生きがいづくりに取り組むとともに、地域社会の一

員としてみんなでまちづくりに参加していきます。 

（２）地域の役割 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、地域社

会全体で支援の必要な高齢者やその家族を見守る網の目を細かくし、支え合い

の輪を広げて、「顔の見えるまち」「信頼し合えるまち」にしていきます。 

（３） 保健・医療・福祉関係者の役割 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域での生活を継続していくことができるよ

う、保健・医療・福祉相互に、また、地域・行政との連携を図って、高齢者が

必要に応じて生活支援や医療・介護サービスを安心して受けることができる体

制を整えていきます。 

（４）事業者の役割 

事業者は、社会貢献の観点から、事業活動を推進する中で、直接・間接的に

「高齢者を含めたすべての人が安心して行動できる環境づくり」に寄与するよ

う努めます。また、その事業活動においては、市のワーク・ライフ・バランス

や男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めていきます。 

（５）行政の役割 

保健福祉の専門性の見地から、支援の必要な高齢者やその家族と真摯に向き

合うとともに、地域を第一に考えるという「地域主義」の考え方に基づき、共

感と信頼に基づくリーダーシップで関係機関と協働して、日常生活を送る身近

な地域がより住みよいまちとなるよう、地域住民と一緒に考え、市民のニーズ

や地域の実情に応じた施策を推進していきます。また、高齢社会対策にあたっ

ては、さまざまな行政分野の取組みを総合的に進めていくことが必要であるこ

とから、庁内の連携体制を整えて、本計画を推進していきます。 
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２ 計画の周知 

本計画の推進にあたって、市民一人ひとりが地域における支え合いや高齢社会

対策の重要性を理解し、まちづくりを実践・継続していけるよう、市政だよりや

市ホームページの活用をはじめ、「出前講演」で地域に出向いて意見交換を行うな

ど、様々な機会を通じて計画内容の広報・啓発に努めます。特に、地域包括支援

センターに関するものなど、市民に密着した支援を行うものについては、重点的

に市民への周知を図ります。 

３ 北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議の開催 

本計画に掲げる理念や目標の達成に向けた取組みについて評価・改善を行うた

め、市民代表、介護事業者・職能団体、地域の保健・医療・福祉関係者、学識経

験者等からなる「北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議」を開催し、意

見を伺います。 

４ 進捗状況の評価 

本計画における施策の進捗管理にあたっては、「北九州市高齢者支援と介護の質

の向上推進会議」において、毎年度、それぞれの事業の活動内容や活動実績、取

組みの成果について、経済性・効率性の観点から評価を行うとともに、事業効果

の継続的な分析を行います。これらの評価・検討結果を踏まえて、施策の改善や

今後の高齢社会対策の方向性について検討を進めます。 

５ 施策等の重点化（行財政改革の視点等） 

本計画の推進にあたっては、「北九州市行財政改革大綱」（平成２６年２月策定）

に基づき、公民パートナーシップの推進や、中長期的な視点に立った公共施設の

マネジメント、市民ニーズを踏まえた効果的な事業の見直しに取り組みます。 

また、前述の施策の評価や年度ごとの予算編成過程において、適宜、事業内容

の精査と見直しを進めます。 

６ 国・県における施策との調整 

本計画における施策の推進にあたっては、国や県における諸制度や権限の見直

しなどへの対応が必要となる場合があります。 

このため本市としては、国や県に対して必要な措置を求めるとともに、今後の

動向を踏まえ、必要に応じて適宜施策の見直しを行います。 



③【安心】 

住み慣れた地域で安心して暮らせるまち

３ 社会貢献の意欲のある高齢者を地域での生活支援の 
担い手につなげていく仕組みづくり

２ 社会参加のきっかけづくりに向けた環境整備 

３ 健康づくり・介護予防・生活支援の基盤整備の推進

２ 効果的な介護予防・生活支援の取組みの推進

１ 生涯を通じた健康づくり・介護予防の推進

３ 権利擁護・虐待防止の充実・強化
１ 高齢者の権利擁護の推進

２ 高齢者の虐待防止対策の強化

２ 総合的な認知症対策の推進 ３ 認知症高齢者の地域での日常生活・家族支援の強化

２ 認知症高齢者の地域での生活を支える医療と介護体制の構築

１ 身近な相談と地域支援体制の強化

１ 地域協働による見守り・支援 １ 見守り・支え合いネットワークの充実

１ 認知症予防の充実・強化

２ 高齢者を支える介護サービス等の充実

１ 高齢者を介護する家族への相談体制の強化

２ 高齢者を介護する家族を支えるサービスの充実と環境整備

３ 高齢者を支える家族への支援

１ 地域包括支援センターを中心とした身近な地域での相談と支援体制の充実

２ 保健・医療・福祉・地域の連携強化

５ 安心してサービスを利用できる体制づくり

１ 介護保険制度の適正な運営

２ 介護サービスの質の向上と人材育成の推進

３ 地域に根ざした高齢者福祉施設の整備

４ 在宅生活を支援するサービスの充実

４ 若年性認知症施策の強化

５ 地域・民間・行政が一体となった認知症対策の推進

１ 生きがい・社会参加・高齢者活躍の推進

２ 健康づくり・介護予防・生活支援の充実

①【健やか】

いきいきと生活し、積極的に社会参加できるまち

②【支え合い】

高齢者と家族を見守り支え合うまち
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４ 安心して生活できる環境づくり

１ 高齢者に配慮した多様な住まいの普及・確保

【施策の方向性】                    【基本的な施策】
計画の体系図

２ 安心して行動できる生活環境の整備

３ 防災・防犯対策の推進

【目標】

１ 教養・文化・スポーツ活動の促進

【基本目標】

４ 高齢者を中心とした新たなサービス産業の振興


